
 

船舶事故調査報告書 

平成２８年９月２９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１２月３０日 １７時５０分ごろ 

発生場所 関門港門司区新浜地区 

 門司第２船だまり防波堤南灯台から真方位１０８°１９５ｍ付近 

 （概位 北緯３３°５７.３′ 東経１３０°５７.９′） 

事故の概要 遊漁船久美
く み

丸は、出航中、また、漁船雅
みやび

は、漂泊中、両船が衝突

した。 

雅は、船長及び同乗者１人が負傷し、両舷防舷材の曲損等を生じ

た。 

事故調査の経過 平成２８年１月１５日、調査を担当する主管調査官（門司事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ  遊漁船 久美丸、５トン未満（長さ１０.５０ｍ） 

     ２９２－１６８７１福岡、個人所有 

Ｂ  漁船  雅、２.４トン 

      ＦＯ３－３３５２４（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ  船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ  船長Ｂ、一級小型 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 ２人（船長Ｂ及び同乗者） 

 損傷 Ａ  なし 

Ｂ  両舷防舷材に曲損、両舷舷縁に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向  南西、風力  １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日没時刻：１７時１６分ごろ 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが、サーチライトで船首方を照らし、新浜地区所在

の新浜１号防波堤（以下「１号防波堤」という。）の先端付近に他船

がいないと思い、１号防波堤の先端付近を通過する針路で約４～５ノ

ットの対地速力により出航中、船首方至近にＢ船が見えたので後進一

杯としたが、Ｂ船と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、出航するＡ船が見えたので、１号防波堤の先端

付近で停止、漂泊してＡ船の通過を待つこととした。 

 船長Ｂは、Ａ船が、漂泊したＢ船を避航するものと思った。 

 Ａ船及びＢ船は、共に法定灯火を表示していた。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び同乗者１人が転倒した。 

船長Ｂ及び同乗者は、腰部に痛みを感じ、後日、病院で腰椎
つい

捻挫と



 

診断された。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、１号防波堤の先端付近には他船がいないものと

思い、見張りを適切に行っていなかったことから、１号防波堤の先端

付近で漂泊中のＢ船に気付かなかったものと考えられる。 

  Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船が漂泊しているＢ船を避航すると思ったこ

とから、衝突を避けるための動作をとらなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、船長Ａが、１号防波堤の先端付近には他船がいな

いものと思い、見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、Ａ船

が漂泊しているＢ船を避けるものと思い、衝突を避けるための動作を

とらなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えら

れる。  


